
様式第3号(第3条関係)
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部　 開　 示　 決　 定　 通　 知　 書

武市教学第 ３１２ 号

平成２６年５月１３日

"〃･- ‾‾‾‾ﾐ之‾ﾐ
負 放 武

，

武 雄 市 教育委 員長　 諸 石　 洋之
嘱 計

｢-Ii〃 ～平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ３ ０ 日 付 け で 請 求 の あ っ た 公 文 書 の 開 示 に つ い て は 、 武 雄 市 情 報 公 開

条 例 第9 条 第1 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 公 文 書 の 一 部 を 開 示 す る こ と と 決 定 し た の で

通 知 し ま す
Ｏ

公 文書の件名
平成２５年度の武市教学文書件名簿

開 示 の 日 時 写しの交付

開 示 の 場 所

公 文書 の一部

を 不開 示 とす

る理由

武雄市情報公開条例第7条第2 号の規定に該当

(理由)

個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるため。

所　 管　 課 教育部　学校教育課　 学校教育係

電話番号（直通) 0954-23-8010

注1　公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定された公文書の開示の日時に支障があるときは、あらかじめその旨を所管課に

連絡してください。

３　この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して60日以内に武雄市教育委員会に対して異議申立てをする二とができます

(なお、この決定があったことを知った囗の翌日から起算して60日以内であっても、

二の決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなく

なります。)。

４　この決定については、この決定(上記3の異議申立てをした場合にあっては、当該異

議申立てに対する決定)があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、武

雄市を被告として(訴訟において武雄市を代表する者は、武雄市長になります。)、処

分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った

日の翌日から起算して6箇月以内であっても、二の決定の日の翌日から起算して1年を

経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。



|廓

武 市教学第３１２ 号

平成２６年5.月１３囗

且 朧 恍

武雄市教育委員会委員長 諸石 洋之啝弖匹 匸

怦 谷 市

一部開示決定通知書等の送付について

平成２６年４月３０日付けで請求がありました公文書の開示について、別紙のとおり一部

開示決定通知書を送付します。

なお、郵送による写しを交付する場合の開示手数料は下記のとおりですので、あらかじめ

郵送料相当の切手及びあて先を記載した封筒とあわせ、現金または定額小為替にて納付して

いただきますようお願いします。領収書につきましては開示文書と一緒に送付します。

１

開示決定通知書等　　別紙

２　 開示手数料

３　 郵送料

４　 問い合わせ先

記

合 計1  , 0  6  0 円

（ １０円 × １０６ 枚）

４００円

武雄市教育部学校教育課学校教育係

電話:0954-23-8010
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